
市議会だより 215号（6）

◆
議
案
第
４
号

　

龍
ケ
崎
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て 

　

国
家
公
務
員
の
処
遇
に
関
す
る
人

事
院
規
則
等
の
改
正
に
準
じ
、
妊
娠
、

出
産
等
を
申
し
出
た
職
員
又
は
３
歳

未
満
の
子
を
養
育
す
る
職
員
に
対

し
、
仕
事
と
育
児
と
の
両
立
支
援
制

度
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
及
び
利

用
に
関
す
る
意
向
確
認
の
た
め
の
措

置
な
ど
を
行
う
こ
と
を
市
に
義
務
付

け
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も

の
で
す
。

◆
議
案
第
５
号

　

龍
ケ
崎
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て 

　
「
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
法
律
」
の
改
正
に
伴
い
、
部

分
休
業
に
つ
い
て
、
現
行
の
１
日
に

つ
き
２
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
と

す
る
形
態
に
加
え
、
１
年
に
つ
き
条

例
で
定
め
る
時
間
を
超
え
な
い
範
囲

内
と
す
る
形
態
を
設
け
、
職
員
の
選

択
の
幅
を
広
げ
る
た
め
、
所
要
の
改

正
を
行
う
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
16
号

　

市
有
財
産
の
取
得
に
つ
い
て
（
追

認
）（
令
和
７
～
17
年
度
龍
ケ
崎
市

野
球
場
（
た
つ
の
こ
ス
タ
ジ
ア
ム
）

ス
コ
ア
ボ
ー
ド
賃
貸
借
） 

◆
議
案
第
１
号　

　

龍
ケ
崎
市
乳
児
等
通
園
支
援
事
業

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
に
つ
い
て 

　
「
児
童
福
祉
法
」
の
規
定
に
基
づ

き
、
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

た
め
、
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

　

本
支
援
事
業
は
、
保
育
所
な
ど
に

お
い
て
、
満
３
歳
未
満
の
乳
幼
児
に

適
切
な
遊
び
や
生
活
の
場
を
与
え
る

と
と
も
に
、
当
該
乳
幼
児
や
そ
の
保

護
者
の
心
身
の
状
況
及
び
養
育
環
境

を
把
握
す
る
た
め
の
面
談
並
び
に
子

育
て
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
等
の
援

助
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

◎
質
疑

金
剛
寺
議
員　

事
業
認
可
の
手
続
き

及
び
決
定
の
手
順
、
施
設
や
職
員
の

基
準
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

福
祉
部
長　

こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制

度
の
認
可
手
続
き
は
、
本
条
例
と
は

別
に
策
定
中
の
要
綱
に
基
づ
い
て
行

い
ま
す
。
施
設
や
職
員
は
、
国
の
基

準
に
基
づ
い
て
確
認
や
指
導
を
行
い

ま
す
。

　

過
去
に
契
約
し
た
予
定
価
格
２
千

万
円
以
上
の
賃
貸
借
契
約
の
う
ち
、

契
約
期
間
満
了
後
に
所
有
権
が
市
に

譲
渡
さ
れ
る
も
の
は
、「
議
会
の
議

決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取

得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
」
第
３

条
に
規
定
す
る
「
財
産
の
取
得
」
と

解
さ
れ
る
た
め
、
追
認
に
よ
り
議
決

を
求
め
る
も
の
で
す
。

◎
質
疑

岡
部
議
員　

さ
ま
ざ
ま
な
契
約
方
法

が
あ
る
中
、
な
ぜ
10
年
間
の
賃
貸
借

契
約
と
し
た
の
か
。
ま
た
、
こ
の
議

案
が
否
決
さ
れ
た
場
合
、
法
的
な
解

釈
と
し
て
こ
の
契
約
は
ど
う
な
る
の

か
伺
い
ま
す
。

健
康
ス
ポ
ー
ツ
部
長　

不
具
合
の
あ

る
既
存
の
ス
コ
ア
ボ
ー
ド
の
全
面
改

修
を
行
う
た
め
に
、
初
期
費
用
を
軽

減
し
、
財
政
負
担
の
平
準
化
を
図
り
、

設
計
か
ら
施
工
ま
で
を
一
体
的
に
行

う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
リ
ー
ス
方
式

は
工
期
を
短
縮
す
る
面
で
も
利
点
が

あ
る
と
考
え
ま
す
。

総
務
部
長　

議
会
の
議
決
を
得
ら
れ

な
い
場
合
、
無
効
な
契
約
の
状
態
が

継
続
す
る
と
と
も
に
、
民
法
の
規
定

に
基
づ
く
原
状
回
復
の
義
務
が
生

じ
、
市
は
財
産
を
返
還
す
る
義
務
、

相
手
方
は
受
領
し
た
代
金
を
返
還
す

る
義
務
が
生
じ
る
と
の
こ
と
で
す
。

◆
議
案
第
24
号

　

令
和
７
年
度
龍
ケ
崎
市
一
般
会
計

　審議された主な議案の内容と、本会議で行われた議案に対する質疑や討論の一部について掲載しています。
　議案を所管する委員会においても、議案等の審査を行っており、その審査内容の一部を次ページに掲載して
います。

▼
第
３
回
定
例
会
（
９
月
）

補
正
予
算
（
第
５
号
） 

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

５
億
７
９
９
９
万
１
千
円
を
追
加

し
、
総
額
を
３
２
５
億
１
３
０
６
万

２
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
歳
出
と
し
て
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放

送
受
信
契
約
未
契
約
の
携
帯
電
話
な

ど
に
か
か
る
受
信
料
、
財
政
調
整
基

金
の
積
立
金
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
保
育

の
利
用
料
を
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済

に
す
る
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
料
、
茨
城

県
ご
み
処
理
広
域
化
・
集
約
化
に
向

け
た
調
査
・
分
析
業
務
に
か
か
る
市

町
村
負
担
金
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
用
新
型

受
信
機
設
置
工
事
費
、
茨
城
県
被
災

者
生
活
再
建
支
援
シ
ス
テ
ム
の
更
新

に
か
か
る
負
担
金
な
ど
で
す
。

◆
報
告
第
１
号　

　

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て
（
令
和
７
年
度
龍
ケ
崎
市

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）） 

　

既
定
の
歳
入
歳
出
の
総
額
に
３
０

１
５
万
円
を
追
加
し
、
総
額
を
３
１

９
億
３
３
０
７
万
円
と
す
る
も
の
で

す
。

　

主
な
歳
出
と
し
て
は
、
家
庭
に
お

け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
費
用
負
担
を
軽
減

さ
せ
る
た
め
、
省
エ
ネ
性
能
の
高
い

エ
ア
コ
ン
、
冷
蔵
庫
又
は
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照

明
器
具
を
買
い
替
え
た
市
民
の
方
に

補
助
金
を
交
付
す
る
た
め
の
経
費
で

す
。

本会議本会議

▲こども誰でも通園制度
　は令和８年度から本格
　的に始まります


